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ﾌﾞﾚｰｷ装置のﾒﾝﾃﾅﾝｽにより事故を未然に防ぎましょう
～平成 22 年におけるﾌﾞﾚｰｷ装置の整備不良による事故件数 128 件～

国土交通省では、社会的な影響や反響の大きい重大事故や整備不良に起因する事故につい

て、その発生を防止するため、「使用過程車の保守管理に関する調査分析検討会」を開催し、

ﾕｰｻﾞｰへの情報提供等に向けて取り組んでいるところです。

今般、整備不良が原因となった事故の中で、ﾌﾞﾚｰｷ装置の整備不良に関する事故が約２割

（平成 22 年においては、741 件中 128 件）と多いことから、これに着目して分析したところ、

ﾌﾞﾚｰｷ装置のﾒﾝﾃﾅﾝｽを怠ると次のようなﾌﾞﾚｰｷ液の劣化や漏れが発生し、自動車の停止距離が

長くなること等のﾌﾞﾚｰｷ性能への影響が確認されました。このため、定期的にﾌﾞﾚｰｷの点検整

備を行っていないﾕｰｻﾞｰに対して、注意喚起することとしました。

●定期的にﾌﾞﾚｰｷ液を交換していないﾕｰｻﾞｰの方へ

【注意すべき事例】

ﾌﾞﾚｰｷ液は、交換を怠ると、その劣化（空気中の水分の吸収）により沸点が下がります。こ

れにより、ﾌﾞﾚｰｷ使用時の熱によってﾌﾞﾚｰｷ液が沸騰して気泡が発生し、油圧がかからなく

なり、ﾌﾞﾚｰｷの利きが悪くなる現象（ﾍﾞｰﾊﾟｰﾛｯｸ）が発生する確率が高まり、停止距離が長

くなる恐れがあります。

【必要な対策】

ﾌﾞﾚｰｷ液は、自動車の使用の有無にかかわらず、経年劣化するため、ﾒｰｶｰが車両毎に推奨す

るﾌﾞﾚｰｷ液の交換時期を参考にして定期点検等の機会を捉えて整備工場等で交換しましょう。

●ﾌﾞﾚｰｷﾎｰｽ等の点検整備を定期的に行っていないﾕｰｻﾞｰの方へ

【注意すべき事例】

ﾌﾞﾚｰｷﾎｰｽ等の点検整備を怠ると、経年劣化や外的要因により亀裂や損傷が発生した場合、

そのまま放置すると、やがてはホースに穴が開き、ﾌﾞﾚｰｷ液の漏れにつながる恐れがありま

す。液漏れが発生すると、ﾌﾞﾚｰｷをかけたときの停止距離が長くなり、最悪の場合、ﾌﾞﾚｰｷ

の利きが悪くなる恐れがあります。
※車齢 11 年以降は整備が必要となる割合（要整備率）が急激に増加し、車齢 15 年の要整備率は車齢 11 年に
比べて約 5倍に達することが確認されています（別紙図 1参照）。

【必要な対策】

ﾌﾞﾚｰｷﾎｰｽ等については、亀裂や損傷がないか、定期点検（ﾏｲｶｰの場合は 1 年ごと）をはじ

め、適切な点検により容易に発見できるので、整備工場等で確実に点検しましょう。

＜使用過程車から回収したﾌﾞﾚｰｷ液の沸点＞ ＜ﾍﾞｰﾊﾟｰﾛｯｸによるﾌﾞﾚｰｷ性能低下＞ ＜ﾌﾞﾚｰｷﾎｰｽの破断事例＞
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